
2026 年 1月 28 日
各 位                 

会 社 名 株式会社 不 動 テ ト ラ
代表者名  代表取締役社長    奥田 眞也
（コード番号１８１３ 東証プライム）
問合せ先  管理本部 総務部長 柏木 淳一
（ＴＥＬ０３－５６４４－８５０６）

役員の処分に関するお知らせ

当社は、従業員による架空発注等の事案に関し、2025 年 12 月 1日付「特別委員会の調査

報告書の公表に関するお知らせ」のとおり、調査報告書を受領し、2025 年 12 月 26 日付「追

加 再発防止策詳細実行計画策定のお知らせ」にて公表の、「追加 再発防止策詳細実行計画」

を策定し、各種施策に積極的に取り組んでいるところですが、本事案にかかる経営責任およ

び管理監督責任等を厳粛に受け止め、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役等

の処分を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本事案の不適切行為の対象者である従業員及び対象者を管理監督する立場にあっ

た従業員については、当社の就業規則等の社内規定に則り、賞罰委員会を開催し厳正に処分

を決定しております。

株主の皆様、お取引先をはじめ関係者の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしましたこと

をあらためて深くお詫び申し上げます。

[ 役員の処分（2026 年 2 月より）]

・代表取締役社長   奥田 眞也 報酬月額の 20％減額 3 カ月

・取締役執行役員副社長 大林 淳

（土木事業・地盤事業・ブロック環境事業担当）
報酬月額の 15％減額 3 カ月

・取締役常務執行役員  川地 洋治

（管理本部長、安全品質環境本部担当）
報酬月額の 10％減額 3 カ月

また、執行役員については、常務執行役員地盤事業本部長に対し報酬月額の 15％減額 2

カ月、執行役員地盤事業本部副本部長兼営業部長及び執行役員地盤事業本部副本部長兼工

事部長に対し報酬月額の 10％減額 2 カ月、執行役員九州支店長（現職及び調査対象期間に

おいて同職にあった者の 2 名）に対し報酬月額の 10％減額 1 カ月とします。

以 上


